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箕面市役所別館１階（喫茶スペース）における

事業者の公募について

【 仕 様 書 】

平成２８年（2016年）８月１７日

箕 面 市

箕 面 市
緑豊かな北大阪都市みのお
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１ 本書の位置づけ

本仕様書は、「箕面市役所別館１階（喫茶スペース）における事業者公募

要領」と一体をなすものであり、事業者が当該物件において事業を行うに際

し、箕面市（以下「市」という）が要求する内容を示すものです。

提案者におかれましては、本仕様書に基づき、当該物件の有効活用に向け

た事業提案をお願いします。

２ 物件概要

所在地 ：大阪府箕面市西小路四丁目６番１号 箕面市役所別館１階

専有面積 ：56.32 ㎡

付帯する設備：厨房、倉庫、トイレ、冷暖房

財産区分 ：普通財産

用途地域 ：近隣商業地域

来客用駐車場：1台分をお借りいただきます（公用車第２駐車場内）

位置 ：別紙１【位置図】をご参照ください

３ 事業内容

箕面市役所への来庁者、箕面市立市民会館（通称：グリーンホール）の利

用者、及び周辺往来者の利便性の向上に資する事業をご提案いただきます。

ただし、市庁舎の敷地内にあり、市民会館と隣接しているため、公共性・

公益性に反する次の事項に該当するような事業については提案できません。

① 市役所の公共性、公益性を損なうおそれがあるもの。

② 特定の個人又は企業の活動を支援する等、行政の中立性を阻害するもの。

４ 契約期間

ご提案によります。ただし10年間を最長期間とします。

５ 施設使用上の制限

① 事業者は、当該物件を市が承認した用途以外の利用に供することはでき

ません。

② 市役所、市民会館の運営に影響する提案については、提案内容を修正し

ていただく場合があります。

③ 事業者は、本事業において、善良な管理者のもと最善の注意をもって当

該物件の維持保全に努めてください｡

④ 事業者は、事業・用途に関連する各種法令を遵守してください。
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６ 営業時間及び休館日

ご提案によります。

【参考】箕面市役所の開庁時間

開庁時間：8:45～17:15

閉庁日：日曜日、祝日、休日及び12月29日～1月3日

※土曜日は一部窓口のみ開庁

箕面市立市民会館の開館時間

開館時間：9:00～22:00

休 館 日：毎月第3水曜日(水曜日が祝日の場合は翌日)

及び12月29日～1月3日

７ 月間貸付料

95,300円以上でご提案いただきます。

※貸付料は、物件（喫茶スペース）と来客用駐車場1台分を合算した額での

ご提案となります。

※最低貸付料は箕面市公有財産規則によります。

８ 保証料

申し受けません。

９ 光熱水費等

① 光熱水費：副メーターを設置し、実費徴収します。

② 清 掃 費：事業者で契約願います。

10 修繕の負担

① 建物（天井・壁・床）及び付帯設備について、事業者の責に起因する修

繕や小破修繕は、事業者の負担とします。契約期間が満了したとき、又

は契約が解除されたときにおいて、事業者自らが投じた有益費及び必要

費があっても、事業者はこれらを一切市に請求することはできません。

② その他の修繕費用の負担に疑義が発生した場合、別途、市と事業者が協

議し、決定します。

11 建物の損害保険について

市は、建物（躯体）について、災害等に備え公益社団法人全国市有物件災
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害共済会の建物総合損害共済に加入しています。

事業者は、備品等について、事故・盗難等に備え、必要に応じた各種損害

保険をご利用ください。

12 再委託等の制限

事業者は、事業の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせること

はできません。ただし、予め書面により市の承認を受けた場合は、この限り

ではありません。

13 譲渡又は転貸の禁止

事業者は、事業に係る一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け又

は承継させること、及びその権利を担保に供することはできません。ただし、

やむを得ない事情で書面により市の承認を受けた場合は、この限りではあり

ません。

14 清掃、ゴミ処理等

事業者は、常に施設内を清掃し、清潔に保つよう努めてください。また、

施設内で発生したゴミの処分については別途、清掃業者と契約してください。

飲食等のサービスを提供する場合は、定期的に害虫駆除を実施してくださ

い。

15 経費負担区分

経費負担区分については、別紙２【経費負担区分】をご参照ください。予

め定めのない箇所については、市及び事業者で協議して決定します。

16 工事の許可

事業者は、事業に係る工事を行う場合、次のことを遵守してください。

① 工事を実施する場合、申請図面、工事期間と着手時期など事前に市に届

け出て許可を得るとともに、施工にあたっては市の指示に従うこと。

② 工事の施工にあたり事故防止に努め、周辺住民等の第三者に対し十分な

安全・安心の施策を実施すること。

17 現店舗の取り扱い

現喫茶の営業は平成２８年９月までです。現喫茶店舗の設備類の一部は、

現喫茶事業者が撤去し原状回復しますが、それら設備類を引き継いで使用す

るか否か、またその費用負担等については、事業者と現喫茶事業者の間で協
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議し調整するものとします。撤去予定品は、別紙２【撤去予定品】をご参照

ください。

18 事業の履行に関する措置

市は、事業者による事業（再委託をした場合を含む。）の履行状況が著し

く不適当と認められるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面に

より、必要な措置をとるよう要求します。

事業者は、上記要求があったときは，当該要求に係る事項について対応措

置を決定し、その結果を要求のあった日から10日以内に市に書面で報告する

ものとします。

19 契約終了時の施設の原状回復・明渡し

事業者は、事業が終了したときは、速やかに施設の原状回復を行い、市に

対して円滑な施設の引渡しを行うことを原則とし、事業終了時の施設の引き

渡し状態について、市と協議の上で決定するものとします。

なお、現喫茶事業者から設備類を引き継いだ場合は、現喫茶店舗が開店す

る以前の状態（別紙２【撤去予定品】を撤去した状態）に原状回復すること

を原則とします。

20 事業者の選定

公募により参加者を募り、事業の提案を受け、市において事業者を選定し

契約者としての適否を判断の上、随意契約を行います。

21 その他

① 貸室・施設

別紙２【撤去予定品】の撤去後を現況として貸付けします。必要に

応じて現場確認いただき、理解の上、公募に参加してください。

② 従業員駐車場

従業員駐車場はありません。必要な場合は事業者で確保願います。

③ 禁煙

施設内は全面禁煙となっています。

④その他

・施設、設備、備品等の使用又は事業の実施に関し定めのない事項

が生じたときは双方協議の上、解決するものとします。

・定期建物賃貸借契約書の締結後に、法令変更など、契約の継続が

困難と判断された場合、協議の上、契約の全部又は一部を解除さ
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せていただくことがあります。

・市は、当該物件の貸付期間中に、当該物件を公用又は公共用に供

する必要が生じたときは、この契約を解除することができます。

（地方自治法第238条の5第4項）

・前項の規定により契約を解除した場合においては、事業者は、こ

れによって生じた損失について、その補償を求めることができま

す。（地方自治法第238条の5第5項）

以上
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別紙１

【位置図】

【物件平面図】

市道中央線

当該物件

箕面市役所別館１階
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来客用駐車場１台分
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別紙２

【経費負担区分】

【撤去予定品】

※下記の設備類は、現喫茶事業者が開店前の残置品と同等以上の物のため、現状

のままとし撤去しません。

・内装、トイレ

・厨房設備（シンク、ガスコンロ、製氷機、調理台、食器棚）

・備品類（テーブル）

負担区分

適用
箕面市負担 事業者負担

内装設備

壁・床・天井の改修 － 全て

トイレ・厨房・倉庫の

改修

－ 全て

電気設備
電灯・コンセント 貸室区画内既存渡し 左記以降の全工事

電話設備 貸室区画までの配線 左記以降の全工事

衛生設備
給排水設備 貸室区画境界線までの

配管工事

左記以降の全工事

空調設備 空調設備 － 全て

防火設備

火災報知機、誘導灯、

排煙窓

法定要求基準の設置・維

持

店舗設計に起因するそ

の他の工事

消火器 － 貸室区画内設置分

通信関係
インターネット環境

整備

－ 全て

清掃関係 ごみ、清掃、害虫駆除 － 全て

広告宣伝 外装、看板等 － 全て

保険 火災保険等 建物躯体のみ 左記以外全て

雑費 衛生検査 － 全て

厨房設備 冷蔵庫・冷凍庫（合計4台）

備品等 椅子１５脚、下記以外の備品・消耗品


